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一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2021 年度定時総会議事録 

 

開催日時：2021 年 5 月 30 日（日）14:20～15:00 

開催場所：天理よろづ相談所病院本館 7F 講堂 

会 員 数：679 名（5月 30 日現在） 

出 席 者：526 名（当日出席者 28 名、委任状による出席者 498 名）  

欠 席 者：153 名 

 

Ⅰ 仮議長挨拶 

嶋田事務局長から議長が選出されるまで仮議長を担当する旨、挨拶があった。 

 

Ⅱ 開会の辞 

中田副会長が、2021 年度一般社団法人奈良県臨床検査技師会定時総会を開催する

旨、宣告した。 

 

Ⅲ 会長挨拶 

  勝山会長から、今年度も昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症対策として、

会員の皆様に参加を自粛していただき、規模を縮小しての開催となったが、会員

の皆様の代表として審議していただきたいと挨拶があった。 

 

Ⅳ 来賓の紹介と挨拶 

  嶋田事務局長から本年度は来賓の方の出席はないと報告があった。 

 

Ⅴ 議長選出 

  仮議長から議長候補について出席者に自薦、他薦を求めるも候補はなく、事務局

が北川孝道（天理よろづ相談所病院）、永井直治（天理よろづ相談所病院）の二氏

を推薦し、拍手多数にて承認され、議長就任の挨拶の後、議事に入った。 

 

Ⅵ 議事 

1. 総会役員選出 

    北川議長から総会役員候補について出席者に自薦、他薦を求めるも候補はなく、

議長に一任となり、事務局から推薦するようにとの指示があり、下記の会員が

推薦され拍手多数にて承認された。 

［資格審査委員（兼議事運営委員）］ 

 木下真紀（天理よろづ相談所病院）資格審査委員長兼議事運営委員長 

 田村早紀（天理よろづ相談所病院） 

宮野成久（天理よろづ相談所病院） 

新家徹也（天理よろづ相談所病院） 
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［書記］ 

中本聖次郎（天理よろづ相談所病院） 

阿部教行（天理よろづ相談所病院） 

 

2. 総会成立の宣言 

木下資格審査委員長から、本日の出席者数 526 名（出席者 28 名、委任状出席者

498 名）で正会員数（679 名）の過半数に達しているため、総会が成立するとの

宣言があった。 

 

3. 議案審議 

(1) 第 1号議案：2020 年度事業経過報告について 

北川議長から、2020 年度事業経過報告について一括報告後に質疑を求めると

の説明後、各担当理事から議案書に沿って説明があった。 

① 総括：勝山会長 

  2020 年度は、新型コロナウイルス感染症で明け暮れた一年となった。感

染拡大防止のため全ての事業に対し、集合形式での開催は原則中止とし

た。奈臨技医学検査学会においても、第１回開催以降初めて中止とし、定

時総会も少人数での開催とした。９月からはオンライン研修会が開催で

きる状態となったが他団体との共同事業に関しては、講演会等の開催を

中止した。新役員体制で臨んだ年だったが、十分な活動ができない残念

な結果となったことが報告された。 

② 事務局 総務部：嶋田事務局長 

議案書に基づき要旨の説明があった。 

web での研修会等が開催できるように、ＩＴ委員会を中心に取り組んでい

ただいたことに謝辞が述べられた。 

③ 事務局 経理部：上杉経理部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

④ 組織法規部：西原組織法規部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑤ 学術部 検査研究部門：森嶋学術部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑥ 学術部 精度管理推進事業：森嶋学術部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑦ 学術部 生涯教育研修部門：小谷生涯教育担当部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑧ 学術部 臨床検査データ標準化委員会、精度保証施設認証委員会：倉田

委員長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 
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⑨ 渉外部：高木渉外部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑩ 地域保健事業部：西川地域保健事業部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑪ 公衆衛生関連：南田公衆衛生担当理事 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑫ 福利厚生部：三角福利厚生部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑬ 広報部：小林広報部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑭ 地区担当部：木下地区担当部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

 

   以上、各部局の事業経過について説明を受けたのち、北川議長から第 1号議案

について質問を求めたが質疑なく、議長は拍手による承認を求め、拍手多数を

もって承認された旨、宣告した。 

 

(2) 第 2号議案：2020 年度決算について 

2020 年度決算報告：上杉経理部長 

議案書に基づき、決算の説明があった。追加事項特になし。 

  

  2020 年度決算について説明を受けたのち、北川議長から第 2 号議案について質

問を求めたが質疑なく、議長は拍手による承認を求め、拍手多数をもって承認さ

れた旨、宣告した。 

 

(3) 第 3号議案：2020 年度監査報告について 

2020 年度監査報告：吉岡監事 

議案書に基づき監査報告があった。追加事項特になし。 

 

  説明の後、北川議長から第 3号議案について質問を求めたが質疑なく、議長は拍

手による承認を求め、拍手多数をもって承認された旨、宣告した。 

 

(4) 第 4号議案：2021 年度事業計画案について 

永井議長から、2021 年度事業計画案について一括説明後に質疑を求めるとの

説明後、各担当理事から議案書に沿って説明があった。 

① 総括：勝山会長 

ワクチン接種が始まったが新型コロナウイルス感染症の収束が見えない

状況が続くと思われる。オンラインで開催する事業も定着しつつあるが、
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新しい生活様式にあった事業展開も視野に入れて検討する。 

今年度は法改正に伴う事業が 3件ある。 

1 件目は、医師の働き方改革に伴うタスクシフティング事業で、厚労省指

定講習会が 7 月に開始され、実技講習会は各地臨技で実施することにな

っている。 

2 件目は、「臨床検査技師学校 養成所カリキュラム等 改善検討会」に

おいて、臨地実習受け入れ施設では臨地実習指導者の設置が必須となっ

た。それに伴い、臨地実習指導者講習会を開催する。 

3 件目は、法改正に基づく基準での「品質保証施設認証制度」に向け、パ

イロット事業の展開と「精度確保の責任者」の育成が予定されている。 

最後に、2022 年 5 月 第 71 回日本医学検査学会が大阪で開催されるこ

とに向け、積極的な協力が呼びかけられた。 

② 事務局 総務部：嶋田事務局長 

議案書に基づき要旨の説明があった。日臨技定時総会の議決権行使が呼

びかけられた。また、ホームページに求人情報を掲載することとなった

ことの案内があった。追加事項特になし。 

③ 事務局 経理部：上杉経理部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

④ 組織法規部：西原組織法規部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑤ 学術部 検査研究部門：森嶋学術部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑥ 学術部 精度管理推進事業：森嶋学術部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑦ 学術部 生涯教育研修部門：小谷生涯教育担当部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑧ 学術部 臨床検査データ標準化委員会、精度保証施設認証委員会：倉田

委員長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑨ 渉外部：高木渉外部長 

今年度は、コロナ感染症の情報をホームページで発信したいと考えてい

ることが報告された。 

⑩ 地域保健事業部：西川地域保健事業部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑪ 公衆衛生関連：南田公衆衛生担当理事 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑫ 福利厚生部：三角福利厚生部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 
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⑬ 広報部：小林広報部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

⑮ 地区担当部：木下地区担当部長 

議案書に基づき要旨の説明があった。追加事項特になし。 

 

以上、各部局の事業計画案について説明を受けたのち、永井議長から第 4 号議案

について質問を求めたが質疑なく、議長は拍手による承認を求め、拍手多数をも

って承認された旨、宣告した。 

 

(5) 第 5号議案：2021 年度予算案について 

2021 年度予算案：上杉経理部長 

議案書に基づき予算案の説明があった。追加事項特になし。 

 

2021 年度予算案について説明を受けたのち、永井議長から第 5 号議案について 

質問を求めたが質疑なく、議長は拍手による承認を求め、拍手多数をもって承認

された旨、宣告した。 

 

(6) 第 6号議案：定款の変更（事務所の移転について） 

主たる事務所の移転について：嶋田事務局長 

奈良県健康推進課から、現在の事務所所在地である奈良県健康づくりセンタ

ーから退去を求められた。そのため事務所所在地を奈良県天理市に移転する。 

ついては、定款の変更が必要となることの説明がなされ、下記のとおり定款

を変更することについて、承認を求めた。 

 

定款第 2条 この法人は、主たる事務所を奈良県天理市に置く。 

 

  永井議長から第 6号議案について、質問を求めたが質疑はなかった。 

  定款第 17 条第 3 項に「定款の変更の決議は、総正会員の半数以上であって、総

正会員の議決権の 3分の 2以上にあたる多数をもって行う。」とある。 

  永井議長から、本日の出席者数は委任状も含め 526 名の出席があり、総正会員数

の 3 分の 2 以上の出席があることが表明され、その賛否を議場に諮ったところ、

満場一致をもって原案どおり可決確定した。 

 

(7) 第 7号議案：一般提出議題について 

永井議長は、事務局に一般提出議題の説明を求めた。 

嶋田事務局長から、総会 10 日前までに一般提出議題の提出がなかったこと

が報告された。 
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 永井議長より、会場の出席者に緊急動議の有無が確認されたが無く、第 7号議案の

審議の終了と本日の審議事項が全て終了したことを宣告した。 

 

VII. 総会役員及び書記の解任 

永井議長から、総会役員及び書記を解任する旨の通告と、協力への謝辞が述べら

れた。 

 

VIII. 議長挨拶 

永井議長から、議事の進行の協力に対し謝意が述べられた後、自らを解任する旨

宣告した。 

 

IX. 閉会の辞 

倉田副会長から、一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 2021 年度定時総会の閉

会宣告が行われた。 

 

以上、式次第はすべて終了し解散した。 

 

2021 年 5 月 30 日 

一般社団法人 奈良県臨床検査技師会 

                                           

会長 勝山 政彦 

                                           

監事 吉岡 明治 

                                           

監事 西浦 宏和 

 


